
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

換

地

処

分

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和５年１１月２８日 第１２５５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
県
備
前
市
穂
浪
二
五
四
三
―
一
二
二 

奥
山 

輝
久 

岡
山
県
備
前
市
穂
浪
二
四
七
一 

 
 

 
 

奥
山 

徳
仁 

二 

加
入
区 

 
 

伊
里 

三 

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称 

 
 

伊
里
漁
業
協
同
組
合 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で 

五 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
五
八
〇
一 

松
本 

晴
道 

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
四
三
七
四 

野
崎 

 

透 

二 

加
入
区 

 
 

邑
久 

三 

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称 

 
 

邑
久
町
漁
業
協
同
組
合 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で 

五 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課 

令和５年１１月２８日　岡山県公報　第１２５５３号



〔
五
七
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

地
区
名 

 
 

用
吉
・
豊
岡
地
区 

二 

換
地
処
分
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
四
日 

令和５年１１月２８日　岡山県公報　第１２５５３号



〔
五
七
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
宿
字
田
中
一
七
三
九
―
三
、
一
七
三
九
―
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
西
郡
八
八
四
―
二
ポ
ム
・
ダ
ム
ー
ル
Ｔ
二
〇
二 

三
原 

聖
央 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
二
号 
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〔
五
七
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
宮
後
八
二
―
三
、
八
二
―
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
地
頭
片
山
三
五
―
一
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
き
び
じ
Ａ
棟
一
〇
三 

安
本 

拓
真 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
八
号 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
九
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中 

  

    

    

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
き
び

庭
瀬 

 サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

住
宅
せ
か
ん
ど
ゆ
ー
す
西
口 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
き
び

庭
瀬 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
一
〇
五
四

―
三 

 岡
山
市
北
区
奉
還
町
一
―
二

―
三 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
一
〇
五
四

―
三 

 
 

 

 

「 「 

」 」 を に
改
め
る
。 
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